
　 災害対策基本法第４２条の規定に基づき、美山
町防災会議が作成する計画であって、美山町地
域に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧
計画に関する事項を定め、防災活動を総合的か
つ計画的に実施することによって、防災の万全を
期し住民の生命、身体及び財産を災害から保護
し、もって社会秩序の維持及び公共の福祉の確
保を目的とする。

１．一般対策計画編

　　①　総則

　　②　災害予防計画

      　地域防災計画については、新市において速やかに策定するものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　⑤　高富町水防計画

２．地震災害対策計画編

項　　　　　　　目

         防災行政無線（移動系）の運用については、当分の間は現行のとおりとし、関係機関と協議の上、新市において速やかに３町村の周波数の統一を　

　　①　総則

目　　　　　的

　 災害対策基本法第４２条の規定に基づき、高富
町防災会議が作成する計画であって、高富町地
域に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧
計画に関する事項を定め、防災活動を総合的か
つ計画的に実施することによって、防災の万全を
期し住民の生命、身体及び財産を災害から保護
し、もって社会秩序の維持及び公共の福祉の確
保に資することを目的とする。

　 災害対策基本法第４２条の規定に基づき、伊自
良村防災会議が作成する計画であって、伊自良
村地域に係る災害予防、災害応急対策及び災害
復旧計画に関する事項を定め、防災活動を総合
的かつ計画的に実施することによって、防災の万
全を期し住民の生命、身体及び財産を災害から
保護し、もって社会秩序の維持及び公共の福祉
の確保を目的とする。

　　③　災害応急対策

　　④　災害復旧計画

　　③　災害応急対策

主  な  概  要

　　④　災害復旧計画

２．地震災害対策計画編

　　①　総則

　　②　地震災害予防対策　　②　地震災害予防対策

　　③　地震災害応急対策

　　④　地震災害復旧対策

　　④　災害復旧計画

備　　　　　考美 山 町高 富 町 伊 自 良 村

２．地震災害対策計画編

　　③　東海地震の予知に係る対策

１．風水害等災害対策計画編

　　①　総則

　　②　災害予防計画

　　③　災害応急対策

１．風水害等災害対策計画編

　　①　総則

　　②　災害予防計画

　　　　伊自良村及び美山町の防災行政無線（同報系）の運用は現行のとおりとし、関係機関と協議の上、新市において速やかに周波数の統一を図り、遠　

　　 隔操作設備を市庁舎及び消防本部に整備するものとする。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

総務専門部会 行政一般分科会

協　議　項　目 各種事務事業の取扱い 協議細目 防災関係事業

調 整 の方 針

　　④　地震災害応急対策

　　⑤　地震災害復旧対策

参　　考　　法　　令

災害対策基本法（抄）

　　⑤　地震災害復旧対策

　　④　地震災害応急対策

（市町村地域防災計画）
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     図るものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４２条　市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地
域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町
村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであってはならない。

２　市町村地域防災計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
（１）当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱
（２）当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令
及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
（３）当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
（４）前各号に掲げるもののほか、当該市町村の地域に係る防災に関し市町村防災会議が必要と認める事項
３～５　　　省　略

　　①　総則

　　②　地震災害予防対策

　　③　東海地震の予知に係る対策
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設置基準

貸与方法

戸
　
別
　
受
　
信
　
機

設置対象

H14.5.1
現在設
置台数

　　①　村内に住所を有する者の世帯

４１ヵ所（※アンサーバック機能付）

中 　継　 所

　　①　町内に居住する家屋

　　②　公共団体の施設

無　　償　　貸　　与無　　償　　貸　　与

原則１世帯等につき１台 原則１ 台

８６５台 ２，９８４台

　※アンサーバック機能
①拡声子局の受信確認等
の動作状態等を親局に対
して、信号送出できる機
能。
②この機能を利用して、音
声により親局との通信も
可能。
③美山町は、子局８ヵ所に
雨量・気温・水位テレメー
ター機能が装備されてい
る。

有 　  線 １ヵ所 １ヵ所

放送内容
　 各地区区長・消防団班長に一任（利害関係が
発生する内容等の放送は禁止）

　 各地区区長・消防団副分団長に一任（営利関
係内容の放送は禁止）

　　②　公共団体の施設

　　③　その他村長が必要と認める事業所等 　　③　その他町長が特に必要と認めたもの

１ヵ所（美山町佐野地区）　

　　　　　　　　 ６８．２０５ＭＨｚ
無　　　　　　　　　し

屋
外
拡
声
子
局

無   　線 １８ヵ所（※アンサーバック機能付）

　　各課からの行政連絡 　　各課からの行政連絡

緊急放送
　　①　災害発生時 　　①　災害発生時

　　②　警報発令時　等 　　②　警報発令時　等

随時放送

定時放
送（時
報）

　　３回／日（午前７時・正午・夕方） 　　３回／日（午前６時・正午・夕方）

　　　          より時間調整） 　　　           は午後６時

　　※夕方 ： 午後４時３０分～午後６時（季節に 　　※夕方 ： １０月～５月は午後５時、６月～９月

周 波 数 ６８．８０５ＭＨｚ ５７．２６０ＭＨｚ

伊自良村役場庁舎　無線室 美山町役場庁舎　無線室設置場所防
 

災
 

行
 

政
 

無
 

線
 

（
 

同
 

報
 

系
 

）

設 置 目 的

　　行政需要の多様化と情報化時代に対応し、行
政連絡と住民生活に必要な情報を正確かつ迅速
に伝達し、住民の意識向上を図ると共に災害等非
常時の連絡施設として設置している。

　　防災、応急救助、災害復旧等に関する業務を
遂行することを主たる目的として設置している。

　防災行政無線（同報
系）設備はないが、「高
富町有線テレビ」の自主
放送により、区域内に情
報提供している。
※各集落に４６ヵ所設置
された屋外拡声器により
定時放送（時報）、行政
連絡放送、緊急放送（災
害時）を実施している。
※告知放送端末機を設
置している世帯には、定
時放送等を音声により
知らせている。

固
　
　
定
　
　
局
　

（
　
親
　
局
　

）

呼　　 称 こ　う　ほ　う　い　じ　ら こ　う　ほ　う　み　や　ま

高 富 町 伊 自 良 村 美 山 町

調 整 の方 針

備　　　　　考項　　　　　　　目

総務専門部会 行政一般分科会

協　議　項　目 各種事務事業の取扱い 協議細目 防災関係事業

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 
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美 山 町

車 載 型 ８台（５Ｗ）

　　②　行政事務連絡　等

設 置 目 的

陸
　
上
　
移
　
動
　
局

１２台（１Ｗ）

１５台（１Ｗ・広域共通波装備）

携 帯 型

基
　
地
　
局

　　　　

備　　　　　考

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

総務専門部会 行政一般分科会

協　議　項　目 各種事務事業の取扱い 協議細目 防災関係事業

調 整 の方 針

伊 自 良 村項　　　　　　　目 高 富 町

通信内容

呼　　 称 行　政　た　か　と　み

高富町役場庁舎　放送室設置場所

周 波 数防
 

災
 

行
 

政
 

無
 

線
 

（
 

移
 

動
 

系
 

）
２台（５Ｗ）

　　①　災害発生時の情報伝達

　町本部と集落、災害現場等の相互通信を確保
することにより、災害時において十分な情報の収
集、伝達等を円滑にする。

　村本部と集落、災害現場等の相互通信を確保
することにより、災害時において十分な情報の収
集、伝達等を円滑にする。

　町本部と集落、災害現場等の相互通信を確保
することにより、災害時において十分な情報の収
集、伝達等を円滑にする。

　　①　災害発生時の情報伝達

ぎ　ょ　う　せ　い　み　や　ま

伊自良村役場庁舎　無線室

　　①　災害発生時の情報伝達

ぎ　ょ　う　せ　い　い　じ　ら

７台（５Ｗ・広域共通波装備）

可 搬 型

１０台（４Ｗ・広域共通波装備） ２台（１Ｗ）

１３台（１Ｗ）

５台（５Ｗ・広域共通波装備） １０台（５Ｗ・防災相互波装備）

　　②　行政事務連絡　等

２台（５Ｗ）

１２台（１０Ｗ）

６台（５Ｗ・広域共通波装備）

５台（５Ｗ）

９台（１０Ｗ）

１台（５Ｗ・防災相互波のみ装備）

２台（５Ｗ）

　　②　行政事務連絡　等

美山町役場庁舎　無線室

４６６．６３７５ＭＨｚ４６６．８２５ＭＨｚ １５３．７３０ＭＨｚ
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